
サービスの違い 訪問マッサージ 訪問リハビリ

 

 関節の動きや疼痛の改善　動作機能の回復など
日常生活の自立を助けるための体の機能
を維持、回復

適用される保険 健康保険 介護保険（健康保険）

対象者 歩行が困難で通院できない人　・　寝たきり 要支援・要介護者

サービス

提供者  指圧あん摩マッサージ師　・　鍼灸師  理学療法士、言語聴覚士、作業療法士等

訪問リハビリと訪問マッサージは併用できますが同日に介入は出来ません。

介護保険は、疾患の種類は問わない（65
歳以上） 健康保険は、20の「厚生労働省
が定める疾病等」

 医師の同意書  医師の指示書

目　的

医師が作成する書類

筋麻痺、運動機能障害、筋委縮などの症
状やその原因となる病名

該当する病状・疾患等

qq


